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陳陳

情情

修
正
案
提
案
説
明

み
ら
い
フ
ォ
ー
ラ
ム

自
民
党
刷
新
の
会

真

正

議

員

団

自

民

党

清

新

会

外
郭
団
体
統
廃
合
等
方
針
に

よ
り
土
地
開
発
公
社
の
解
散
が

決
定
し
て
お
り
、
金
融
機
関
か

ら
の
借
入
金
約
八
十
四
億
七
千

万
円
の
代
位
弁
済
額
と
そ
の
財

源
で
あ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
債
の

発
行
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

公
共
用
地
を
土
地
開
発
公
社

で
先
行
取
得
し
て
お
き
な
が
ら
、

長
年
放
置
し
て
い
た
責
任
が
あ

り
、
ま
た
、
総
務
委
員
会
で
は
、

外
部
監
査
の
指
摘
を
受
け
て
い

た
公
社
保
有
地
の
市
経
由
で
の

「
又
貸
し
」
を
改
善
し
て
い
な

い
こ
と
や
、
さ
ら
に
他
団
体
の

利
用
が
明
ら
か
と
な
る
な
ど
問

題
が
多
い
。

し
か
し
、
土
地
開
発
公
社
の

解
散
が
遅
れ
れ
ば
市
民
負
担
が

増
え
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、

最
小
限
と
す
る
た
め
、
利
息
が

発
生
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
債
の

発
行
を
抑
制
し
、
都
市
経
営
基

盤
整
備
基
金
を
活
用
す
る
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
六
回
）
と

地
方
債
の
許
可
申
請
に
つ
い
て

の
修
正
案
を
提
案
す
る
。

な
お
、繰
り
入
れ
す
る
基
金
に

つ
い
て
は
、
外
郭
団
体
統
廃
合

等
方
針
を
含
め
た
新
集
中
改
革

プ
ラ
ン
の
着
実
な
実
施
や
新
た

な
財
源
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ

り
、
す
み
や
か
に
基
金
に
戻
す

よ
う
当
然
な
が
ら
指
摘
す
る
。

次
に
北
蛇
草
・
荒
本
市
営
住

宅
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
件

に
つ
い
て
は
、
二
年
前
の
答
弁

で
は
、
住
宅
公
社
は
一
般
財
団

法
人
と
し
て
公
益
事
業
を
行
い
、

民
間
委
託
の
精
査
を
含
め
て
検

討
し
、
次
回
は
公
募
に
よ
っ
て

指
定
す
る
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
今
回
の
提
案
は
非

公
募
で
、
五
年
の
期
間
と
な
っ

て
お
り
指
定
管
理
者
制
度
の
趣

旨
に
沿
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

平
成
二
十
四
年
第
一
回
定
例
会

に
お
い
て
、
非
公
募
で
五
年
の

指
定
管
理
期
間
を
議
会
修
正
に

よ
り
三
年
と
し
、
検
証
の
う
え

整
い
次
第
公
募
す
る
よ
う
要
請

し
て
い
た
が
、
未
だ
に
提
案
が

な
い
状
況
で
あ
る
。

非
公
募
の
理
由
も
明
確
で
な

く
、
す
み
や
か
に
公
募
す
べ
き

で
あ
り
、
指
定
期
間
を
三
年
と

す
る
修
正
案
を
提
案
す
る
。

日

本

共

産

党

収
入
増
を
図
る
な
ど
の
中
長

期
計
画
を
立
て
ず
、
赤
字
解
消

策
は
人
件
費
の
削
減
の
み
で
、

結
果
と
し
て
赤
字
を
理
由
に
公

共
施
設
再
編
整
備
計
画
に
組
み

入
れ
ら
れ
、
廃
止
さ
れ
る
東
診

療
所
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
後
退

で
あ
る「
四
条
の
家
」廃
止
は
、

医
療
・
介
護
の
公
的
責
任
を
投

げ
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
反
対

す
る
。

ま
た
、
金
岡
中
学
校
校
舎
耐

震
補
強
等
請
負
契
約
締
結
の
件

に
つ
い
て
は
特
定
企
業
に
高
値

で
落
札
さ
せ
て
い
る
疑
い
が
あ

る
と
考
え
、
認
め
ら
れ
な
い
。

業
者
に
対
す
る
指
導
に
よ
り
落

札
率
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、そ
の
財
源
を
活
用
し
、

公
共
施
設
の
耐
震
化
を
促
進
す

る
よ
う
求
め
る
。

次
に
、
土
地
開
発
公
社
解
散

に
係
る
債
務
の
整
理
方
法
に
つ

い
て
は
、
市
民
の
後
年
度
負
担

を
抑
え
る
修
正
案
に
賛
成
す
る
。

ま
た
、
北
蛇
草
・
荒
本
住
宅

指
定
管
理
者
指
定
の
件
に
つ
い

て
は
、
市
営
住
宅
の
管
理
業
務

だ
け
で
は
公
益
法
人
や
非
営
利

型
一
般
財
団
法
人
に
な
れ
な
い

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
住
宅

公
社
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
た

め
、
指
定
期
間
を
短
縮
す
る
修

正
案
に
賛
成
す
る
。

次
の
陳
情
は
所
管
の
委
員
会

へ
回
付
さ
れ
ま
し
た
。

▼
旭
町
庁
舎
と
旭
町
図
書
館
を

守
る
陳
情

▼
す
べ
て
の
子
ど
も
の
権
利
が

保
障
さ
れ
る
保
育
・
子
育
て

支
援
制
度
の
実
現
を
求
め
る

陳
情

議案の各派態度表 （○賛成 ×反対）

緑

風

会

１２月４日 議決分
○

１２月２７日 議決分

○

○

○

○

○

さ
わ
や
か
な
風

○

○

×

○

○

○

自
民
党
清
新
会

○
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○

○
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真

正

議
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団

○

○

○

○

○

○

自
民
党
刷
新
の
会

○

○

○

○

○

○

民
主
東
大
阪
議
員
団

○

○

○

○

○

○

自

由

民

主

党

○

○

○

○

×

○

自
民
党
ク
ラ
ブ

○

○

○

○

○

○

み
ら
い
フ
ォ
ー
ラ
ム

○

○

○

○

×

○

日

本

共

産

党

○

○

×

×

○

○

公

明

党

○

○

○

○

○

○

会 派 名

議 案 名

監査委員選任の同意を求める件（議会選出）

東大阪市の休日を定める条例等の一部を改正する条例制定の件
東大阪市公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例制定の件
東大阪市職員給与条例の一部を改正する条例制定の件
東大阪市延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定の件
東大阪市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件
東大阪市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例制定の件
東大阪市消防賞じゅつ金支給条例の一部を改正する条例制定の件
東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件
平成２５年度東大阪市一般会計補正予算（第６回） 修正案
平成２５年度東大阪市一般会計補正予算（第６回） 修正案を除く原案
平成２５年度東大阪市下水道事業会計補正予算（第１回）
平成２５年度東大阪市病院事業会計補正予算（第３回）
財産取得の件
東大阪市土地開発公社の解散の件
地方財政法第３３条の５の７第１項の規定に基づく地方債に係る許可の申請について 修正案
地方財政法第３３条の５の７第１項の規定に基づく地方債に係る許可の申請について 修正案を除く原案
指定管理者の指定の件（男女共同参画センター）
指定管理者の指定の件（稲田鷺島住宅 他）
指定管理者の指定の件（北蛇草・荒本住宅） 修正案
指定管理者の指定の件（北蛇草・荒本住宅） 修正案を除く原案
市道路線認定の件
市道路線廃止の件
東大阪市職員給与条例等の一部を改正する条例制定の件の閉会中継続審査
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求める件
財産区管理委員選任の同意を求める件
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件

東大阪市立東診療所条例を廃止する条例制定の件

東大阪市立介護老人保健施設条例を廃止する条例制定の件
東大阪市立金岡中学校校舎耐震補強その他工事
及びプール整備その他工事に関する請負契約締結の件

中学校給食の実施を求める請願の閉会中継続審査

大型店等の商店会連合会への加入促進を含む
東大阪市まちづくり条例の制定を求める請願の閉会中継続審査
子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願の閉会中継続審査
東大阪市として関西電力に対し大飯原発の
再稼働の中止・撤回を働きかけることを求める請願の閉会中継続審査
東大阪市の子どもの育ちを保障する環境の整備を求める請願の閉会中継続審査

◎市債の発行を２２億３，６００万円抑制し、都市経営
基盤整備基金を繰り入れる修正（単位：千円）

財源内訳

市債
（第三セク
ター等改
革推進債）

８，４７１，６００

６，２３５，６００

繰入金

都市経営基
盤整備基金

―

２，２３６，０００

財政調
整基金

９

９

補正額

８，４７１，６０９

８，４７１，６０９

平成２５年度
東大阪市一般
会計補正予算
（第６回）

【原案】

【修正案】

東
大
阪
市
土
地
開

発
公
社
解
散
経
費

◎補正予算の市債修正に伴う起債限度額の修正
（単位：千円）

限度額

８，４７１，６００

６，２３５，６００

地方財政法第３３条の５の７第１項の規定に
基づく地方債に係る許可の申請について

【原案】

【修正案】
起債の限度額

◎非公募での指定管理者の指定期間を５年間
から３年間に修正

市営北蛇草住宅、荒本住宅

平成２６年４月１日から
平成３１年３月３１日（５年間）

平成２６年４月１日から
平成２９年３月３１日（３年間）

指定管理者の
指定の件

【原案】

【修正案】

指
定
の
期
間

修正案の内容

（２）第１８１号東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成２６年２月１５日


